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No 対象資料 質問内容 仙台市回答

1 ＜仕様書　P4,５,６＞

4　実施場所

7　業務内容

従事場所について、個人情報の保護に

配慮した空間であれば、自宅などから

の接続が可能かどうか。その際の活動

記録の入力は、指定されたスペースに

来所して入力することが必須になる

か。

2 ＜仕様書　P4,6＞

4　実施場所

12　業務実施における注

意事項

従事者の従事環境について、一人一人

の個室や、防音性の確保、のぞき見の

防止など、どの程度のセキュリティ体

制が必要か。

一人一人の個室の設置は義務ではありませんが、個

別相談時等他人に見られる、聞かれることが望まし

くない業務に取り組む際には、端末を第三者が見え

ない向きに配置する、イヤホンを使用する等、適宜

適切な措置を行っていただきます。

3 ＜仕様書　P4,6＞

4　実施場所

12　業務実施における注

意事項

本事業は個人情報に配慮し音声の漏れ

ない空間の構築が必要になると考えて

いるが、従事者のための個室型防音

ブースや、運営用パソコンの購入する

ことは可能か（購入が可能。月額リー

スなら可能。など）。

委託料の範囲内で本業務に必要な設備を購入するこ

とは差し支えありません。

4 ＜仕様書　P5,6＞

7　業務内容

12　業務実施における注

意事項

個別相談記録について、クラウドサー

ビスにて管理することは可能か。ロー

カルPCにて管理などの対応が必要か。

本市外部委託審査会での承認が下りた場合、クラウ

ドサービスによる個別相談記録の管理は問題ありま

せん。

5 オンラインシステムのビデオ通話機能

について、外部のWeb会議システムで

はなく、本事業の支援の場では市の指

定するシステムそのもののビデオ通話

を利用する形で問題ないか。

問題ありません。

利用者が外部サービスを希望する場合、本市の指定

するシステムと外部サービスを連携して差し支えあ

りません。

6 ＜仕様書　P5,6＞

7　業務内容

（5）実施体制の確保

相違ありません。なお、それぞれの要件を満たして

いれば、管理者と支援員を時間帯に応じて入れ替え

る、といった対応をいただくことは可能です（同時

間帯に複数の役割を兼務することは、不可となりま

す。）。

本市では、アカウント名、メールアドレスについて

も「個人情報」に含むとしております。自宅等（公

共の場等の衆人環境を除く）で従事する際には、個

人情報の取り扱い方、個人情報の保管方法、使用す

る端末の情報等、あらかじめ自宅等での運用を明確

に整理した覚書を提出するなど、協議の上、市の承

認を得ることが必要です。

人員体制について、管理者、プログラ

ム企画担当者、システム運用担当者は

１名で兼務可能。交流支援員（ひきこ

もり者の支援経験のある者）１名、交

流支援員（若者の支援経験のある者）

１名、ひきこもり経験者１名、専門職

員（心理）１名専門職員（福祉）１

名、となり、それぞれにおいて、兼務

不可で開催時の最低人員は６名と言う

理解で相違ないか。

仙台市ひきこもり者・困難を抱える若者向けオンライン居場所事業受託候補者選定募集要項に関する質問及び回答



No 対象資料 質問内容 仙台市回答

7 ＜仕様書　P5,6＞

7　業務内容

（5）実施体制の確保

従事者は学生でも問題ないか。また、

従事者は非常勤でも可能か。

従事者は学生を含め、仕様書の要件を満たしていれ

ば、雇用形態については問いません。

8 ＜仕様書　P5,6＞

7　業務内容

交流プログラムスタッフはプログラム

時のみ対応すれば問題がないか（プロ

グラムスタッフはプログラム実施時間

＋記録等の時間程度の時間勤務でも問

題がないか）、それとも時間内に常に6

名が常駐している必要があるのか？

市といたしましては、交流スペースに従事する職員

は、交流プログラムの振り返りや問合せ等に対応す

るほか、相談スペースに従事する職員は適宜交流プ

ログラムへ参加する等、常時対応可能な体制を想定

しております。ただし、職員の休憩時間確保などの

場合は除きます。

9 ＜仕様書　P5,6＞

7　業務内容

対面支援への接続について、現時点で

想定している対面支援機関があればご

教示ください。

オンラインから対面支援に移行するにあたっては、

利用者の安心感や緊張の低減が大切であると考えて

います。そのため、交流プログラムや個別相談を通

じて、利用者と信頼関係を構築した受託者の職員

が、対面支援を行うことを想定しています。また、

対面支援を行う中で、問題解決に向けた適切な機

関・団体の利用につなげることを想定しています。

10 ＜募集要項　P1,2＞

４　応募事業者の資格要

件について

共同体の定義として、代表構成員が仙

台市内に事業所を置き、構成員が他県

に拠点を置く場合、共同体として認め

られるかどうか。認められる際には構

成員の勤務環境も仙台市情報セキュリ

ティ基準に基づいた環境構築が必要か

どうか。

認められます。

個人情報を取り扱う場合は、仕様書12（3）に記載

の各種特記仕様書や「仙台市行政情報セキュリ

ティーポリシー」

（http://www.city.sendai.jp/security/shise/securi

ty/security/mokuji/index.html）を遵守し、外部委

託審査会による承認を受けることが必要です。

11 ＜仕様書　P4＞

7　業務内容（１）

本事業で使用するシステムについて、

利用者が本システムにログインする

際、運用者の承認なく入ることができ

るという理解で相違ないか。

事前に利用アカウントを申請・取得している者であ

れば、事業実施日当日に、運営者の承認なく入室可

能です。

12 ＜仕様書　P4＞

５　対象者（２）

対象者について、「困難を抱えた若

者」とは、他の機関との接続が絶たれ

ている、もしくはつながっているが利

用が不安定で、次のステップとしてオ

ンライン居場所を希望されている方と

いう理解で良いか。

その通りです。

困難を抱える若者の家族が支援機関につながってい

るが若者当事者と接点が取れていない、不登校や就

学・就職活動がうまくいかなかったことにより、家

族以外との交流がほとんどない状態にあるなど、支

援の接点を作り、社会とのつながりの回復のために

オンライン居場所を希望される方も想定しておりま

す。



No 対象資料 質問内容 仙台市回答

13 ＜仕様書　P5,６＞

7　業務内容

システムの仕様上、参加者同士のDMに

よるコミュニケーションが可能と考え

ているが、支援側として不適切な交流

に注意は払うものの、DMが交換できる

こと自体は容認できるという判断で相

違ないか。トラブルが生じた際の責任

の所在はどこになるか。

相違ありません。

不適切な交流については、受託者において注意を払

うことを原則としますが、利用にあたっては、免責

条項を設ける予定です。十分な注意を払ってもなお

生じた私的な関係によるトラブルの責任の所在は、

本市および受託者にはないものと考えます。

14 ＜仕様書　P5,６＞

7　業務内容

利用者あてにアカウントを付与し、本

システムにログインする際、運営者の

承認なく入れることは可能なものと捉

えている。そのため、利用者はプログ

ラム開催日以外も自由に本システムに

出入りできると考えているが、プログ

ラム開催時以外の時間帯の取り扱い及

び管理については、利用者向けに知ら

せるルールに記す程度で問題ないか。

プログラム開催時以外の時間帯については、システ

ム上アクセス制限をかけることが可能です。プログ

ラム開催時以外の運用は受託事業者による運営体制

等に合わせていただいて構いません。

15 ＜仕様書　P4＞

５　対象者

参加対象者は仙台市内、市外、他県等

居住範囲はあるか。

原則、仙台市内に居住している方を対象といたしま

す（利用のハードルを下げるため、住民票等の挙証

資料の提出は必須としません。）。また、ご家族を

通じた対象者への間接的な支援は本人支援につなが

るとの観点から、募集要項内「5 対象者①②」のご

家族の本事業利用も妨げません。

16 ＜仕様書　P4,5＞

５　対象者

7　業務内容

個人情報の収集は、どの程度を希望し

ているのか。メールアドレスのみで他

は偽称していても問題ないのか。氏名

住所電話番号やひきこもり背景の判断

根拠を求めるのかどうか。

偽称については認めるものではありませんが、本事

業の利用者に対して、利用当初から氏名住所電話番

号などの情報を提示するよう求めることは、かえっ

て利用のハードルを上げることにつながり、適当な

対応とは考えておりません。支援関係、相談関係の

深化にともなって、必要性のある範囲、相談者が了

承できる範囲で順次これらの個人情報を把握してい

ただくことで差支えありません。

17 ＜仕様書　P5,6＞

7　業務内容（５）

交流スペース従事者について、複数名

でローテーションを組む場合、企画申

請の時点で従事者全員の情報を記載す

る必要があるか。

企画提案書提出時点において、従事が決まっている

方については全員、「仙台市ひきこもり者・困難を

抱える若者向けオンライン居場所事業実施体制表

（様式第５号）」に情報を記入してください。


